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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＰＰＳ樹脂中に、磁性粉末複合体が含まれている磁性コンパウンド。
　但し、前記磁性粉末複合体は、ＦｅまたはＦｅとＣｏとを含む合金に、希土類元素（Ｙ
（イットリウム）を含む）、Ａｌ、Ｓｉ、Ｍｇから選択される一種以上が含有される金属
磁性粉末の表面が、マレイン酸、無水マレイン酸、コハク酸、無水コハク酸、マロン酸、
フマル酸、グルタル酸、アゼライン酸、セバシン酸、安息香酸およびそれらの誘導体から
選択される一種以上により被覆されたものである。
【請求項２】
　ＳＰＳおよびｍ－ＰＰＥから選択される一種以上の樹脂中に、磁性粉末複合体が含まれ
ている磁性コンパウンド。
　但し、前記磁性粉末複合体は、ＦｅまたはＦｅとＣｏと含む合金に、希土類元素（Ｙ（
イットリウム）を含む）、Ａｌ、Ｓｉ、Ｍｇから選択される一種以上が含有される金属磁
性粉末の表面が、フタル酸、無水フタル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、コハク酸、無
水コハク酸、マロン酸、フマル酸、グルタル酸、アゼライン酸、セバシン酸、安息香酸、
フタル酸ジメチルおよびそれらの誘導体から選択される一種以上により被覆されたもので
ある。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の磁性コンパウンドにより構成されたアンテナ。
【請求項４】
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　請求項３に記載のアンテナを備えた電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁性粉末複合体、アンテナおよび電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器や通信機器において、市場の多様な機能に応じるべく、さまざまな材料の開発
が盛況である。当該状況の下、高周波領域等に用いる機器において、複合的な機能材料が
通信機器の性能を左右するため、重要な技術要素となっている。
【０００３】
　例えば、特許文献１においては、高周波領域においても機能する磁性体複合材料につい
て記載されている。この磁性体複合材料は、好ましくはアスペクト比（長軸長／短軸長）
が１．５～２０の針状である磁性金属粒子を、例えばポリアリーレンエーテル樹脂やポリ
エチレン樹脂などの誘電体材料中に分散させることにより形成されている（特許文献１の
請求項１や２、［００２５］）。
　当該構成により、ＧＨｚ帯の高周波領域で使用する電子機器、通信機器に装備する高周
波電子部品に好適に用いられ、しかも、所定の針状金属粒子を用いることにより、誘電体
材料中で、金属粒子を配向させるか否かにかかわらず所定の磁気特性を備えることができ
る（特許文献１の［００２４］［００２９］参照。）ことが記載されている。
【０００４】
　また、特許文献２においては、広帯域で使用可能な小型アンテナに利用されうる複合磁
性材料について記載されている。この複合磁性材料は、絶縁性材料中に複合磁性材料を分
散させたものである。前記磁性粉末は、軟磁性金属を含む略球状の粉末であり、その平均
粒子径Ｄ５０が０．１～３μｍ、且つ、粒子内に平均結晶子径が２～１００ｎｍの結晶子
を有し、前記絶縁性材料として、各種樹脂が記載されている（特許文献２の［００１８］
～［００２１］）。例えば、実施例において磁性粉末と熱可塑性のＰＣ／ＡＢＳ系樹脂と
溶剤等を混合することでアンテナを作製している（［００６９］）。このアンテナでは、
周波数２ＧＨｚにおけるｔａｎδεが０．０１未満であり、全体積に対する前記磁性粉末
の体積比率が２～５０ｖｏｌ％の構成で、アンテナの小型化を図れることが記載されてい
る（同［００３１］［００３２］参照。）。
【０００５】
　特許文献３においては、金属磁性粉末により、インダクタやアンテナ等における、ＧＨ
ｚ帯での損失係数を低く抑えられることが記載されている。鉄を主成分とする軟磁性金属
粉末であり、平均粒子径が１００ｎｍ以下、軸比（＝長軸長／短軸長）が１．５以上、保
磁力（Ｈｃ）が３９．８～１９８．９ｋＡ／ｍ（５００～２５００Ｏｅ）、飽和磁化１０
０Ａｍ２／ｋｇ以上である金属粉末を成形し、磁性部品は、ｋＨｚ～ＧＨｚ帯での損失係
数を低く抑える事ができることが記載されている（特許文献３の［００１１］～［００２
６］参照。）。
【０００６】
　特許文献４においては、耐熱性を有するボンド磁石において、磁石粉末とポリフェニレ
ンスルフィド（ＰＰＳ）樹脂とポリアミド（ＰＡ）樹脂を含み、磁性複合体中の磁石粉末
の含有比率が７９～９４．５ｗｔ％、ＰＰＳ樹脂の含有比率が５～２０ｗｔ％、ＰＡ樹脂
の含有比率が０．１～２ｗｔ％、であることが記載されている（特許文献４の［請求項１
］）。
【０００７】
　このように金属磁性粉末と樹脂とを含む磁性複合体（または、「磁性コンパウンド」と
もいう。）については記載があるが、金属磁性粉末と樹脂とを含む磁性複合体において、
金属磁性粉末は無機化合物の微粒子であり、樹脂は高分子化合物である。つまり金属磁性
粉末と樹脂とはそれぞれ化学性質および物性も全く異なるものである。このため、磁性複
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合体が、どのような性能となるかは予測困難であり、先行技術のようにさまざまな試行錯
誤による検討が必要である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１４－１１６３３２号公報
【特許文献２】特開２０１１－０９６９２３号公報
【特許文献３】特開２０１３－２３６０２１号公報
【特許文献４】特開２０１３－０７７８０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　磁性粉末と樹脂材料等との混練により作製される磁性コンパウンドは、電子機器の高性
能化の要望に伴い、その特性向上が望まれ、他方、小型化の要請から機械的な強度の向上
も望まれている。
　特許文献１から４では、磁性コンパウンドにおいて、磁性粉末の含有比率が高いものが
開示されている。しかし、出願人らの検討によって達成できた金属磁性粉末の性能の向上
に伴い、磁性コンパウンド中の金属磁性粉末の含有量をある程度減じても十分な高周波特
性が得られるようになってきた。しかし、かような金属磁性粉末を樹脂に分散させる場合
、混練段階で発火したり、金属磁性粉末を添加しない場合と比較して、著しい強度の低下
が生じたりすることがわかってきた。すなわち、機械的強度と高周波特性とを共に満足す
るような磁性コンパウンド用材料は未だ得られていない。
【００１０】
　例えば、特許文献４においては、ＰＰＳ樹脂と磁性粉末の濡れ性が悪いことなどから、
混練・成形時に他の予期せぬ影響が生じる場合があることなどが記載されている。高周波
領域において、誘電損失の小さい樹脂は数多く見られるが、単純に良いところだけを取る
ために、金属磁性粉末と樹脂を混練してみても、誘電損失の小さい磁性コンパウンドを得
ることは困難であることが確認された。
【００１１】
　そこで解決するべき課題は、誘電損失の小さい樹脂に良好に分散する金属磁性粉末を提
供することで、誘電損失の小さい磁性コンパウンド、ひいてはその磁性コンパウンドから
形成されるアンテナおよびそのアンテナが組み込まれた電子機器を提供することとした。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者が知り得るところによれば、金属磁性粉末を樹脂に混ぜ込んだものからアンテ
ナを形成すれば、波長短縮効果により、アンテナそのものを小さくすることができ、ひい
ては携帯機器やスマートフォンの小型化に貢献できる。
【００１３】
　従来は、特許文献１に代表されるように、アンテナ等に使用される磁性コンパウンド用
材料としては、樹脂に混合する構成をとるものであっても、金属材料に関わる検討にとど
まっていた。
【００１４】
　それに対し、本発明者は、樹脂に対して混合し、特性を発現しうる金属磁性粉末単体で
はなく、金属磁性粉末を混ぜ込む対象となる樹脂とのなじみを、どのように改善するかに
上述の課題を解決しうる糸口がある、との画期的な着想に想到し検討を進めた。
【００１５】
　まず、混ぜ込みの候補になり得る樹脂としては、機械特性（とくに曲げ強度）に優れ、
また樹脂そのものの損失が小さい材料を選択することが近道であると考えた。しかしなが
ら、上述の通り特許文献３に開示した金属磁性粉末を、候補になり得る樹脂に対し混合し
ても、金属磁性粉末が大気に触れた際に発火による焼失が生じてしまうという知見を得た
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。
　また、その混ぜ込みの手法としては、樹脂割合を高くすることで、金属磁性粉末を樹脂
で封止し、発火を防止する方法も考えられるが、当然金属磁性粉末の含有割合が低下し、
磁性コンパウンドそのものの透磁率が低下するため、アンテナとして十分に動作しない可
能性が考えられる。
　ここで、本発明者らは、磁性粉末を樹脂に混ぜ込む手法について検討したところ、金属
磁性粉末を加工して磁性粉末複合体とすることで、所望の樹脂に対して混ぜ込むことがで
きるようになることを見いだした。
【００１６】
　本発明の第１の態様は、
　ＰＰＳ樹脂中に、磁性粉末複合体が含まれている磁性コンパウンドである。
　但し、前記磁性粉末複合体は、ＦｅまたはＦｅとＣｏとを含む合金に、希土類元素（Ｙ
（イットリウム）を含む）、Ａｌ、Ｓｉ、Ｍｇから選択される一種以上が含有される金属
磁性粉末の表面が、マレイン酸、無水マレイン酸、コハク酸、無水コハク酸、マロン酸、
フマル酸、グルタル酸、アゼライン酸、セバシン酸、安息香酸およびそれらの誘導体から
選択される一種以上により被覆されたものである。
【００１７】
　本発明の第２の態様は、
　ＳＰＳおよびｍ－ＰＰＥから選択される一種以上の樹脂中に、磁性粉末複合体が含まれ
ている磁性コンパウンドである。
　但し、前記磁性粉末複合体は、ＦｅまたはＦｅとＣｏと含む合金に、希土類元素（Ｙ（
イットリウム）を含む）、Ａｌ、Ｓｉ、Ｍｇから選択される一種以上が含有される金属磁
性粉末の表面が、フタル酸、無水フタル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、コハク酸、無
水コハク酸、マロン酸、フマル酸、グルタル酸、アゼライン酸、セバシン酸、安息香酸、
フタル酸ジメチルおよびそれらの誘導体から選択される一種以上により被覆されたもので
ある。
【００１８】
　本発明の第３の態様は、
　第１または第２の態様に記載の磁性コンパウンドにより構成されたアンテナである。
【００１９】
　本発明の第４の態様は、
　第３の態様に記載のアンテナを備えた電子機器である。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、誘電損失の小さい樹脂に良好に分散する磁性粉末複合体を提供するこ
とで、誘電損失の小さい磁性コンパウンド、ひいてはその磁性コンパウンドから形成され
るアンテナ、およびそのアンテナが組み込まれた電子機器を提供できる。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本実施形態について、次の順序で説明を行う。
　〈１．磁性コンパウンドを構成するための磁性粉末複合体〉
　　１－１．金属磁性粉末
　　１－２．被覆物と磁性粉末複合体
　〈２．磁性コンパウンドの製造方法〉
　　２－１．使用される樹脂
　　２－２．準備工程
　　２－３．被覆工程（表面処理９
　　２－４．樹脂との混練工程
　〈３．変形例等〉
　本明細書において「～」は所定の値以上かつ所定の値以下のことを指す。
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【００２６】
＜１．磁性コンパウンドを構成するための磁性粉末複合体＞
　本実施形態における磁性コンパウンドを構成するための磁性粉末複合体は、金属磁性粉
末と、カルボン酸もしくは、その分子内における脱水、もしくは複数のカルボン酸の脱水
作用によって生成した無水物、芳香族カルボン酸エステルおよびそれらの誘導体から選択
される一種以上の被覆物とを含む。
　以下、各構成について説明する。
【００２７】
　１－１．金属磁性粉末
　本実施形態における金属磁性粉末は、一例としては、以下の構成を有する。
　金属磁性粉末は、磁性特性、粒径などを適宜設計したものを用いれば良い。
　磁性特性としては、飽和磁化（σｓ）により磁性コンパウンドの透磁率、誘電率を設定
できる。ほかには、保磁力（Ｈｃ）、角形比（ＳＱ）等、また粉体特性として、粒径、形
状、ＢＥＴ（比表面積）、ＴＡＰ（タップ）密度を調整すればよい。例えば、本実施形態
における金属磁性粉末には、Ｆｅ（鉄）若しくは、ＦｅとＣｏ（コバルト）に、希土類元
素（Ｙ（イットリウム）を含む、以降同様。）、Ａｌ（アルミニウム）、Ｓｉ（ケイ素）
、Ｍｇ（マグネシウム）から選択される一種以上（以後「Ａｌ等」という。）が含まれる
。
　金属磁性粉末の原材料となる元素を含む水溶液中において、Ｙを含む希土類元素量を変
化させることで、最終的に得られる金属粒子の軸比（＝長軸長／短軸長）を変更すること
ができる。
　希土類元素が少ない場合は軸比が大きくなり、より損失を低減した金属粉末を得ること
ができるが、透磁率は低減する。その一方、希土類元素が多い場合は軸比が小さくなり損
失はやや大きくなるが、希土類元素が少ない場合と比べると透磁率が大きくなる。
【００２８】
　つまり、金属磁性粉末において適切な希土類含有量とすることで、より低い損失と高い
透磁率を有するようになる。この結果、ｋＨｚからＧＨｚ帯域といった広い範囲において
利用できうる金属磁性粉末を得ることが出来る。
【００２９】
　ここで、上述のように特性のバランスを維持するために適切な元素の具体的な含有範囲
は、ＦｅとＣｏの総和に対する希土類元素含有量で０ａｔ％（好ましくは、０ａｔ％を超
え）～１０ａｔ％とすることが好ましく、０ａｔ％を超え５ａｔ％以下であることがより
好ましい。また、使用する希土類元素種としては、ＹやＬａが好ましい。
【００３０】
　金属磁性粉末がＣｏを含む場合、Ｃｏ含有量に関しては、原子割合でＦｅに対するＣｏ
の割合（以下「Ｃｏ／Ｆｅ原子比」という。）において０～６０ａｔ％を含有させること
が好ましい。Ｃｏ／Ｆｅ原子比が５～５５ａｔ％のものがより好ましく、１０～５０ａｔ
％のものが一層好ましい。このようなＣｏ／Ｆｅ原子比の範囲において金属磁性粉末は、
飽和磁化が高く、かつ安定した磁気特性が得られやすい。
【００３１】
　また、Ａｌ等は焼結抑制効果も有しており、熱処理時の焼結による金属磁性粉末の粒子
の粗大化を抑制することができる。本発明ではＡｌ等を「焼結抑制元素」の１つとして扱
っている。
　ただし、Ａｌ等は非磁性成分であるので、金属磁性粉末の磁気特性が担保できる範囲で
含有させることが好ましい。具体的には、ＦｅとＣｏとの総和に対するＡｌ等の含有量は
、１ａｔ％～２０ａｔ％とすることが好ましく、３ａｔ％～１８ａｔ％がより好ましく、
５ａｔ％～１５ａｔ％が一層好ましい。
【００３２】
　本実施形態における金属磁性粉末は、金属成分からなるコアと主として酸化物成分から
なるシェルから構成されるコア／シェル構造を有することが好ましい。コア／シェル構造
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を有しているか否かは、例えば、ＴＥＭ写真により確認することができ、また組成分析は
、例えばＩＣＰ発光分析、ＥＳＣＡ（別名ＸＰＳ）、ＴＥＭ－ＥＤＸ、ＳＩＭＳなどの方
法を採用することができる。
【００３３】
　なお、金属磁性粉末の平均一次粒子径は１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下（好ましくは１０
０ｎｍ以下）のナノ粒子であるのが好ましい。尤も、マイクロレベル（μｍ）の大きさの
金属磁性粉末であっても用いることができるが、通信特性の向上、機器の小型化の観点か
らより小さい粒径が望ましい。
【００３４】
　また、金属磁性粉末の含有量は、所定の樹脂（後述）に対し、５０体積％以下、好まし
くは４０体積％以下、一層好ましくは３５体積％以下となるように、配合を調整するとよ
い。所望の優れた通信特性を得ながら、樹脂の曲げ強度を損なうことなく、弾性率の向上
が図れるからである。
【００３５】
　１－２．被覆物と磁性粉末複合体
　本実施形態における被覆物は、後述の表面処理工程により金属磁性粉末の表面に形成さ
れ、磁性粉末複合体となる。おそらく、当該被覆物は、金属磁性粉末の表面の少なくとも
一部に付着して磁性粉末複合体を形成していると考えられる。当該被覆物は、カルボン酸
もしくは、その分子内の脱水作用によって生成した無水物、芳香族カルボン酸エステルお
よびそれらの誘導体から選択される一種以上である。ここで「誘導体」とは、官能基の導
入、酸化、還元、原子の置き換えなど、母体の構造や性質を大幅に変えない程度の改変が
なされた化合物をさし、「原子の置き換え」には、末端がアルカリ金属で置換がなされ、
可溶性とされたものも含む概念である。
【００３６】
　本発明者が検討したところ、カルボン酸のなかでも、樹脂のように分子量が何万もある
高分子より、分子量が５００以下のカルボン酸が好ましい。さらに、炭素数は４から３０
までのものが好ましい。具体的には、カルボン酸もしくはその無水物、芳香族カルボン酸
エステル、およびそれらの誘導体のなかでも、フタル酸、無水フタル酸、マレイン酸、無
水マレイン酸、コハク酸、無水コハク酸、マロン酸、フマル酸、グルタル酸、アゼライン
酸、セバシン酸、安息香酸、フタル酸ジメチル、およびそれらの誘導体であることが好ま
しく、一層好ましくは、フタル酸、無水フタル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、コハク
酸、無水コハク酸、マロン酸、フマル酸、グルタル酸、アゼライン酸、セバシン酸、安息
香酸、フタル酸ジメチルを主骨格としつつ、炭素数が４以上３０以下である構造を有する
ものが好ましい。
　なお、これらカルボン酸又はその誘導体は必ずしも一種だけで使用する必要は無く、複
数種のカルボン酸を使用することを妨げるものではない。
　炭素数が上記の範囲内ならば、樹脂と磁性粉末複合体とのなじみが一層改善するので適
当である。なお、ここでいう「無水物」とは、化合物から水分子が加熱等により除去（分
子内脱水）されることで形成される化合物（フタル酸と無水フタル酸の関係）とともに、
オキソ酸２分子が脱水縮合した化合物（安息香酸と無水安息香酸の関係）をも含む。
【００３７】
　なお、金属磁性粉末の表面を被覆物で被覆した磁性粉末複合体における被覆物量は、高
周波燃焼法での炭素計測値が、磁性粉末複合体中の０．１質量％以上１０質量％以下であ
ることが好ましい。
【００３８】
＜２．磁性コンパウンドの製造方法＞
　以下、磁性コンパウンドの製造方法について説明する。
【００３９】
　２－１．使用される樹脂
　本実施形態における樹脂として好適なのは、ＩＥＣ６０２５０またはＪＩＳＣ２１３８



(7) JP 6552283 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

：２００７に規定された１ＭＨｚにおけるｔａｎδεが０．０５以下の熱可塑性樹脂であ
る。当該樹脂を用いることで本実施形態の効果を奏することができる。特に、芳香環を有
する熱可塑性樹脂を使用するとｔａｎδεが良好であるため好ましく、とりわけ、ＳＰＳ
（シンジオタクチックポリスチレン）、ＰＰＳ（ポリフェニレンサルファイド）、および
、ｍ－ＰＰＥ（変性ポリフェニレンエーテル）から選択される一種以上を使用することが
好ましい。
　実施例の項目で後述するように、ＰＰＳ、ＳＰＳおよびｍ－ＰＰＥから選択される一種
以上を樹脂として採用し、当該樹脂と本発明に係る磁性粉末複合体とで混練し、本発明に
係る磁性コンパウンドを製造することが可能である。
【００４０】
　本発明に従う磁性コンパウンド（複合体中における金属磁性粉末の構成：３０体積％相
当）により与えられる成形体の高周波（２ＧＨｚ）領域における磁気特性としては、複素
比透磁率の実数部μ’が１．４５０以上、好ましくは１．５０以上、更に好ましくは１．
７０以上であることが好ましい。こうした特性を有する磁性コンパウンドは、透磁率が高
いため十分な小型化効果を発揮することができ、かつリターンロスの小さいアンテナの構
築に極めて有用である。
【００４１】
　また、本発明に従う磁性コンパウンドにより形成された成形体の磁気損失については、
例えば、前記熱可塑性樹脂、または、前記ＰＰＳ、ＳＰＳおよびｍ－ＰＰＥから選択され
る一種以上の樹脂に、前記磁性粉末複合体として、前記金属磁性粉末１００質量部に対し
て、前記カルボン酸もしくはその無水物、芳香族カルボン酸エステル、およびそれらの誘
導体から選択される一種以上の５質量部を添加して作製した磁性粉末複合体を体積割合で
３０％含有させて磁性コンパウンドとしたとき、測定時周波数２ＧＨｚにおいて、ｔａｎ
δμが０．１０以下、より好ましくは０．０５以下であり、一層好ましくは０．０２以下
を示すものであるとよい。またｔａｎδεが０．１０以下、より好ましくは０．０５以下
、一層好ましくは０．０２以下を示すものであるとよい。
【００４２】
　２－２．準備工程
　本工程においては、磁性コンパウンドの作製に係る諸々の準備を行う。例えば、上記の
金属磁性粉末などの各種原材料や、被覆体の原材料、混ぜ入れる対象となる樹脂を用意す
る。
【００４３】
　２－３．被覆工程（表面処理）
　金属磁性粉末に対し、有機化合物（カルボン酸、カルボン酸無水物、芳香族カルボン酸
エステルおよびそれらの誘導体から選択される一種以上。）を添加して混合し、磁性粉末
複合体を得る。カルボン酸のなかでも、樹脂のように分子量が何万もあるような高分子よ
り、分子量が５００以下のカルボン酸が好ましい。さらに、炭素数は４から３０までのも
のとするのが良い。具体的には、カルボン酸、カルボン酸無水物、芳香族カルボン酸エス
テル、およびそれらの誘導体のなかでも、フタル酸、無水フタル酸、マレイン酸、無水マ
レイン酸、コハク酸、無水コハク酸、マロン酸、フマル酸、グルタル酸、アゼライン酸、
セバシン酸、安息香酸、フタル酸ジメチル、およびそれらの誘導体であることが好ましく
、一層好ましくは、フタル酸、無水フタル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、コハク酸、
無水コハク酸、マロン酸、フマル酸、グルタル酸、アゼライン酸、セバシン酸、安息香酸
、フタル酸ジメチルを主骨格としつつ、炭素数が４以上３０以下である構造とするのが良
い。
　なお、これらカルボン酸、カルボン酸無水物、芳香族カルボン酸エステル、およびそれ
らの誘導体は必ずしも一種だけで構成する必要は無く、複数種のカルボン酸、カルボン酸
無水物、芳香族カルボン酸エステル、およびそれらの誘導体を使用することを妨げるもの
ではない。
　また、磁性粉末複合体において、炭素量が０．１質量％以上あれば、磁性粉末複合体の
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樹脂への分散が好適に行え好ましい。一方、炭素量が１０質量％以下であれば非磁性成分
が過剰にならず、磁性粉末複合体あるいはその後に形成する磁性コンパウンドとしたとき
の透磁率が低下しないので好ましい。
【００４４】
　具体的には、磁性粉末複合体において有機化合物の添加量は、質量比で金属磁性粉末１
００に対して２～１５、より好ましくは２．５～１０、一層好ましくは５～１０である。
　当該質量比が２以上だと、金属磁性粉末と樹脂とがなじむため、生産した時の製品の性
質安定性が向上する。１５以下だと、金属磁性粉末における非磁性成分が適量となり、被
覆体が被覆された金属磁性粉末により構成される磁性粉末複合体そのものの磁気特性の低
下を抑制できる。ひいては、磁性粉末複合体を樹脂に混ぜ入れて磁性コンパウンドとした
ときの高周波特性を比較的高く維持することができ、最終的に形成されるアンテナの特性
についても同様に比較的高く維持することができる。
【００４５】
　上記の有機化合物が、当該金属磁性粉末と当該樹脂との間の「ぬれ性」を向上させるメ
カニズムについての詳細は不明であるので、推測にとどまるが、有機化合物の構造式から
鑑みて、カルボキシル基側が金属磁性粉末の表面に引き寄せられる一方、反対側（カルボ
キシル基が存在しない側）が疎水性の樹脂側になじむようになり、結果として金属磁性粉
末が樹脂によくなじむようになると考えられる。また、金属磁性粉末と、所定の有機化合
物を混合して、その一部を磁性粉に被覆させるが、「被覆に利用されていない」フリーな
状態の当該有機化合物をあえて除去することなく金属磁性粉末中に残存させ、そのままの
状態としたため、前述の「ぬれ性」作用以外においても何らかの分散作用も生じさせてい
るとも推察している。
【００４６】
　なお、表面処理の際に添加する溶媒（粉末と被覆物とのなじみを向上させるために添加
する液体）は、上記の有機化合物が必ずしも完全に溶解するものであることを要しない。
　そこで、乾燥した磁性粉末複合体を得るには、上記の有機化合物と当該溶媒を加えたも
のに金属磁性粉末を加え、金属磁性粉末を当該溶媒に含浸させた後、溶媒を除去する方法
を採用すると簡便である。
【００４７】
　また、磁性粉末複合体を製造するのに、上記の有機化合物の溶液に金属磁性粉末を加え
、自転公転併用式攪拌機で攪拌、もしくは剪断力を加えながら攪拌することでペースト化
させる方法を採用してもよい。ペースト化の工程を経ることにより、上記の有機化合物と
金属磁性粉末とが良くなじむように混合され、そのため、金属磁性粉末の表面に有機化合
物が吸着しやすくなり、ひいては被覆体が形成されやすくなる。
　つまり、金属磁性粉末に対して添加した有機物が満遍なく行き渡るようであれば、問題
はない。また、混練を行いながら溶媒の除去、乾燥を行うために、ミキサーなどを使用し
ても差し支えない。なお、当該除去、乾燥後において、有機化合物を金属磁性粉末の粒子
表面に残存させることが肝要である。
【００４８】
　また、磁性粉末複合体を製造するのに、金属磁性粉末と上記の有機化合物との間の接触
を効率的に生じさせつつ被覆体を形成する必要があるので、高い剪断力を有した分散、混
練機を用いてもよく、当該溶媒に対して強い剪断力を加えながら金属磁性粉末を当該溶媒
に対して分散させる方法を採用しても良い。
【００４９】
　ペーストの作製後に、乾燥して粉末態にする方法を採用した際に用いられる、強い剪断
力を有する分散機としては、タービン・ステータ型攪拌機として知られるプライミクス株
式会社のＴ．Ｋ．ホモミクサー（登録商標）、ＩＫＡ社のＵｌｔｒａ－Ｔｕｒｒａｘ（登
録商標）などが例示でき、コロイドミルとしては、プライミクス株式会社のＴ．Ｋ．マイ
コロイダー（登録商標）、Ｔ．Ｋ．ホモミックラインミル（登録商標）、Ｔ．Ｋ．ハイラ
インミル（登録商標）や、株式会社ノリタケカンパニーリミテドのスタティックミキサー
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（登録商標）、高圧マイクロリアクター（登録商標）、高圧ホモジナイザー（登録商標）
等が例示できる。
【００５０】
　上述した剪断力の強弱は、攪拌翼を有する装置であれば、攪拌翼の翼周速度で評価する
ことができる。本実施形態において、「強い剪断力」とは、翼周速度が３．０（ｍ／ｓ）
以上、好ましくは５．０（ｍ／ｓ）以上のものを指す。翼周速度が上記の値以上だと、剪
断力が適度に高く、ペースト化の時間を短縮化でき、生産効率が適度に良い。ただし、金
属磁性粉末に与えるダメージを低減することを考慮すると、翼周速度を低く調整してダメ
ージを低減することも可能である。
【００５１】
　なお、翼周速度は、円周率×タービン翼の直径（ｍ）×１秒あたりの攪拌回転数（回転
数）で算出することができる。例えば、タービン翼の直径が３．０ｃｍ（０．０３ｍ）で
、攪拌回転数が８０００ｒｐｍであれば、１秒あたりの回転数は１３３．３（ｒｐｓ）と
なり、翼周速度は１２．５７（ｍ／ｓ）となる。
【００５２】
　得られたペースト状の処理物は、乾燥して溶媒を除くとよい。このときは、ペーストを
バット上に広げ、溶媒の乾燥温度以上、被覆物質の分解温度未満に設定して乾燥すること
ができる。溶媒の乾燥は、例えば酸化しやすい物質に対して被覆処理を行っている場合に
は、不活性雰囲気下、コスト面で考えると窒素中にて乾燥処理を行うことが好ましい。
【００５３】
　ここで金属磁性粉末に対し強固に被覆されうる有機化合物を用いて表面処理を行う場合
には、例えばろ過を行ってある程度の溶媒を除いた後に、乾燥を行うという手法を採用し
てもよい。こうすることにより、予め溶媒の含有量を減ずることができるので、乾燥時間
を短縮することもできる。なお、当該被覆が強固か否かを確認するには、例えばろ液を蒸
発させて、残留成分がどの程度あるかで評価することもできる。
【００５４】
　一方、ペースト化することなく、溶媒と被着されうる有機化合物とを混合後に、金属磁
性粉末を添加し、攪拌混合を行いながら表面処理を行う方法を採用する際には、日本コー
クス株式会社のＦＭミキサー、株式会社カワタのスーパーミキサーといったものが使用で
きる。また、こうした装置に、溶媒を蒸発させるために加熱装置が付属したものを用いれ
ば、処理後の粉末を取り出して乾燥に付す操作が必要なくなるので好ましい。
【００５５】
　こうした処理を行う際には、金属磁性粉末の酸化による特性低下を抑制する目的で、不
活性雰囲気下で処理を施すのが好ましい。さらに、一旦溶媒と有機化合物を混合した液に
不活性ガス（コスト的には窒素）を通気させる操作を施すのがより好ましい。処理容器内
を不活性ガスで置換した後、金属磁性粉末を酸化しないように添加して、溶媒、有機化合
物、金属磁性粉末を混合して混合体を作製した後、加熱処理を行って溶媒の乾燥温度以上
、被覆物質の分解温度未満に設定して乾燥することができる。より短時間で乾燥するには
、ミキサーを運転し、混合体を転動させながら乾燥させることが好ましい。
【００５６】
　こうして得られた、被覆体が表面に形成された磁性粉末複合体の凝集体において、分級
機やふるいなどを用いて粗粒子を除くのがよい。大きな粗粒子を除くことで、アンテナを
作製した際に、粗粒子のある部分に力がかかってしまい、機械的特性が悪化する事態を回
避することができるからである。篩を用いて分級する時には、５００メッシュ以下の目開
きのものを用いるのが適当である。
【００５７】
　なお、上記の工程を経て得られた磁性粉末複合体の特性および組成は、以下の方法によ
り確認した。
【００５８】
　（ＢＥＴ比表面積）
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　ＢＥＴ比表面積は、ユアサアイオニクス株式会社製の４ソーブＵＳを用いて、ＢＥＴ一
点法により求められる。
【００５９】
　（磁性粉末複合体の磁気特性評価）
　得られた磁性粉末複合体（または金属磁性粉末）の磁気特性（バルク特性）として、東
英工業株式会社製のＶＳＭ装置（ＶＳＭ－７Ｐ）を使用して、外部磁場１０ｋＯｅ（７９
５．８ｋＡ／ｍ）で、保磁力Ｈｃ（ＯｅまたはｋＡ／ｍ）、飽和磁化σｓ（Ａｍ２／ｋｇ
）、角形比ＳＱ、保磁力分布ＳＦＤを測定可能である。Δσｓは、磁性粉を６０℃、９０
％の高温多湿環境下に一週間放置した時の飽和磁化の低下割合を百分率（％）で示したも
のである。
【００６０】
　（ＴＡＰ密度の測定）
　特開２００７－２６３８６０号明細書に記載された方法で測定可能である。また、ＪＩ
ＳＫ－５１０１：１９９１の手法を採用しても測定可能である。
【００６１】
　２－４．樹脂との混練工程
　得られた磁性粉末複合体と上述の樹脂とを混練し、磁性コンパウンドを形成する。混練
工程により樹脂中に金属磁性粉末が分散された状態となる。混練後の状態は、樹脂中に磁
性粉末が均一濃度に分散されているのが好ましい。樹脂に混ぜ込むことのできる磁性粉末
複合体の量が多い場合、高周波を加えた際の透磁率が高くなる一方、樹脂の有する機械的
特性は低下することになる。そのため、磁性コンパウンドへの磁性粉末複合体の添加量は
機械的特性と高周波特性との間のバランスを考慮して検討することが好ましい。
【００６２】
　磁性コンパウンドを作製する手段としては、特に制限はない。例えば、市販の混練機を
用いて、混練強度等を調整すればよい。
　樹脂、金属磁性粉末、上記の有機化合物を含む混合物を加熱し、磁性コンパウンドを作
製する方法を採用しても構わないし、樹脂を溶融させたところに磁性粉末複合体を添加す
る方法を採用しても構わない。
【００６３】
　なお、樹脂の溶融温度は樹脂の溶融温度よりも高い温度で通常行い、樹脂の分解性が高
いときには分解温度以下で設定する。
【００６４】
　また、樹脂の機械的強度などを改善するために、通常知られている添加物として知られ
ている、繊維態であるガラス繊維、炭素繊維、石墨繊維、アラミド繊維、ビニロン繊維、
ポリアミド繊維、ポリエステル繊維、麻繊維、ケナフ繊維、竹繊維、スチール繊維、木綿
、レーヨン、アルミニウム繊維、カーボンナノファイバー、カーボンナノチューブ、コッ
トンフィブリル、窒化珪素ウイスカー、アルミナウイスカー、炭化珪素ウイスカー、ニッ
ケルウイスカー、板状であるタルク、カオリンクレイ、マイカ、ガラスフレーク、アラゴ
ナイト、硫酸カルシウム、水酸化アルミニウム、有機化モンモリロナイト、膨潤性合成マ
イカ、黒鉛、粒状である炭酸カルシウム、シリカ、ガラスビーズ、酸化チタン、酸化亜鉛
、ワラストナイト、バーミキュライト、シラスバルーン、ガラスバルーン、ナノ酸化チタ
ン、ナノシリカ、カーボンブラックといったものを添加することができる。その他、添加
によりアンテナとしての特性が低下しない範囲で、経時劣化抑制物質を添加することもで
きる。
【００６５】
（磁性コンパウンドの特性評価）
　上述の方法により得られた磁性粉末複合体と特定の樹脂から構成される磁性コンパウン
ド０．２ｇをドーナッツ状の容器内に入れて、ハンドプレス機、もしくはホットプレス機
を用い、外径７ｍｍ、内径３ｍｍのトロイダル形状の磁性コンパウンドの成形体を形成す
る。その後、アジレント・テクノロジー株式会社製のネットワーク・アナライザー（Ｅ８
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３６２Ｃ）と株式会社関東電子応用開発製の同軸型Ｓパラメーター法サンプルホルダーキ
ット（製品型番：ＣＳＨ２－ＡＰＣ７、試料寸法：φ７．０ｍｍ－φ３．０４ｍｍ×５ｍ
ｍ）を用い、得られた磁性コンパウンドの成形体の高周波特性すなわち０．５～５ＧＨｚ
の区間、測定幅は０．０５ＧＨｚ刻みで行い、透磁率の実数部（μ’）、透磁率の虚数部
（μ”）、誘電率の実数部（ε’）、誘電率の虚数部（ε”）を測定し、高周波特性を確
認した。ここで、ｔａｎδε＝ε”／ε’であり、ｔａｎδμ＝μ”／μ’で算出するこ
とができる。
【００６６】
　以上、本実施形態によれば、ＳＰＳ（シンジオタクチックポリスチレン）、ＰＰＳ（ポ
リフェニレンサルファイド）、および、ｍ－ＰＰＥ（変性ポリフェニレンエーテル）のい
ずれかの樹脂を用いて、高周波特性に優れ、かつ機械的強度に優れた磁性コンパウンドお
よびその関連物を提供できる。
【００６７】
＜３．変形例等＞
　なお、本発明の技術的範囲は上述した実施の形態に限定されるものではなく、発明の構
成要件やその組み合わせによって得られる特定の効果を導き出せる範囲において、種々の
変更や改良を加えた形態も含む。
【００６８】
（金属磁性粒子、被覆体、磁性粉末複合体および樹脂）
　本実施形態においては、金属磁性粒子、被覆体、磁性粉末複合体および樹脂に関し、主
となる元素や化合物について詳述した。その一方、上記で列挙した元素や化合物以外のも
のを、金属磁性粒子、被覆体、磁性粉末複合体および樹脂が含有していても構わない。
【００６９】
（アプリケーション）
　本実施形態における得られた磁性粉末複合体と特定の樹脂から構成される磁性コンパウ
ンドは、アンテナ、インダクタ、電波遮蔽材に用いることができる。特に、当該磁性コン
パウンドにより構成されるアンテナ、更には当該アンテナを備えた電子通信機器（電子機
器）においても、後述の実施例の項目で示すような比較的高い通信特性を享受することが
可能である。つまり、本実施形態における磁性コンパウンドは、上記のような電子部品、
アンテナ、電子機器等々へと加工可能なものである。
【００７０】
　このような電子通信機器としては、例えば、本実施形態におけるアンテナが受信した電
波に基づいて電子通信機器としての機能を奏する部分と、受信した電波に基づいて当該部
分を制御する制御部とを有するものが挙げられる。
【００７１】
　なお、本実施形態における電子通信機器としては、アンテナを備える関係上、通信機能
を有する通信機器であるのが好ましい。しかしながら、アンテナにより電波を受信して機
能を発揮する電子機器であれば、通話などの通信機能を備えない電子機器であっても差し
支えない。
【実施例】
【００７２】
　次に実施例を示し、本発明について具体的に説明する。もちろん本発明は、以下の実施
例に限定されるものではない。
【００７３】
　なお、本項目で挙げる各例における条件および測定結果を表１～５に記載する。
　表１は、実施例１～２０、比較例１～６に係る試料の原料について記載する。
　表２は、実施例１～２０、比較例１～６に係る試料の磁気的特性および機械的特性につ
いて記載する。
　表３は、実施例１～２０、比較例１～６に係る試料の高周波特性（７５０ＭＨｚ～１Ｇ
Ｈｚ、２ＧＨｚ）について記載する。
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　表４は、実施例１～２０、比較例１～６に係る試料の高周波特性（８００ＭＨｚ、１．
５ＧＨｚ）について記載する。
　表５は、実施例１～２０、比較例１～６に係る試料の高周波特性（２．５ＧＨｚ、３．
０ＧＨｚ）について記載する。
【表１】
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【表３】
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【表５】

　なお、各表の空欄は未測定または測定不能であった項目である。
　以下、各例について説明する。
【００７４】
＜実施例１＞
　本例においては、少量サンプルを作製した。
　まず、金属磁性粉末（ＤＯＷＡエレクトロニクス株式会社製：鉄－コバルト金属粒子、
長軸長：４０ｎｍ、ＢＥＴ：３７．３ｍ２／ｇ、σｓ：１７９．３Ａｍ２／ｋｇ、炭素含
有量（高周波燃焼法）：０．０１質量％）を５００メッシュ篩で篩わけし、篩下の金属磁
性粉末（５０ｇ）に、フタル酸（和光純薬工業製特級試薬）を磁性粉に対して５％（２．
５ｇ）、エタノールを磁性粉に対して３０重量％（１５ｇ）添加して、メノウ乳鉢中で５
分間混合させた。乾燥は６０℃で２時間行い、本例における磁性粉末複合体を得た。なお
、得られた磁性粉末複合体の真密度を気相（Ｈｅガス）置換法で求めたところ、５．５８
ｇ／ｃｍ３であった。求めた真密度の値は、コンパウンド中の磁性粉末複合体の含有量を
所望の割合にするための配合比の算出に使用した。
【００７５】
　酸素濃度計で０％になるまで窒素にて充満させた雰囲気中においた小型混練機（ＤＳＭ
　Ｘｐｌｏｒｅ（登録商標）　ＭＣ１５、Ｘｐｌｏｒｅ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製）
中で、ポリフェニレンサルファイド樹脂（ＰＰＳ／ポリプラスチック株式会社製ジュラフ
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ァイド（登録商標）０２２０Ａ９）１３．２ｇを、設定温度３００℃において、混練攪拌
速度１００ｒｐｍにて溶融させつつ、磁性粉末複合体を溶融樹脂に混ぜ入れた。なお、磁
性粉末複合体の量としては、成形体形成時の体積充填率が３０体積％に相当する２３．４
ｇとした。そして、１０分間混練（樹脂および磁性粉の投入時間を含む）し、混練物すな
わち磁性コンパウンドを作製した。
【００７６】
　得られた磁性コンパウンドは、小型混練機のオプション装置である射出成形機にシリン
ダ温度３００℃、金型温度１３０℃の条件で投入し、曲げ試験用の成形体（ＩＳＯ１７８
規格サイズ：８０ｍｍ×１０ｍｍ×４ｍｍ）を作製したのち、デジタルフォースゲージ（
株式会社イマダ製　ＺＴＳ－５００Ｎ）を用い、支点間距離を１６ｍｍとして、曲げ強度
を測定し、曲げ変位を算出した上で弾性率（ＭＰａ）を測定した。
【００７７】
　更に、高周波特性を測定するため、磁性コンパウンド０．２ｇを直径６ｍｍのドーナツ
形冶具中へ投入後、小型ホットプレス機（アズワン製）にて３００℃で２０分間加熱した
。こうすることにより磁性コンパウンド中の樹脂を溶融させた後、加圧しながら、外径７
ｍｍ、内径３ｍｍのトロイダル形状の成形体へと成形して冷却し、得られた成形体に対し
、上記の実施の形態に記載の方法で高周波特性を測定した。
【００７８】
＜実施例２＞
　本例では、実施例１において添加する処理剤を無水マレイン酸とした以外は実施例１と
同様にした。
【００７９】
＜実施例３＞
　本例では、実施例１において添加する処理剤をマレイン酸とした以外は実施例１と同様
にした。
【００８０】
＜実施例４＞
　本例では、実施例１において添加する処理剤をフタル酸ジメチルとした以外は実施例１
と同様にした。
【００８１】
＜実施例５＞
　本例では、実施例１において添加する処理剤をコハク酸とした以外は実施例１と同様に
した。
【００８２】
＜実施例６＞
　本例では、実施例１において添加する処理剤を無水コハク酸とした以外は実施例１と同
様にした。
【００８３】
＜実施例７＞
　本例では、実施例１において添加する処理剤を無水フタル酸とした以外は実施例１と同
様にした。
【００８４】
＜実施例８＞
　本例では、実施例１において添加する処理剤を安息香酸とした以外は実施例１と同様に
した。
【００８５】
＜実施例９＞
　本例では、実施例１において添加する処理剤をマロン酸とした以外は実施例１と同様に
した。
【００８６】
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＜実施例１０＞
　本例では、実施例１において添加する処理剤をフマル酸とした以外は実施例１と同様に
した。
【００８７】
＜実施例１１＞
　本例では、実施例１において添加する処理剤をグルタル酸とした以外は実施例１と同様
にした。
【００８８】
＜実施例１２＞
　本例では、実施例１において添加する処理剤をアゼライン酸とした以外は実施例１と同
様にした。
【００８９】
＜実施例１３＞
　本例では、実施例１において添加する処理剤をセバシン酸とした以外は実施例１と同様
にした。
【００９０】
＜実施例１４＞
　本例においては、中量サンプルを作製した。
　まず、フタル酸（和光純薬工業株式会社製特級試薬）２５ｇにエタノール（和光純薬工
業株式会社製特級試薬）を５００ｇになるように添加し、フタル酸をエタノールへと溶解
させた。この溶液に対し、金属磁性粉末（ＤＯＷＡエレクトロニクス株式会社製：鉄－コ
バルト金属粒子、長軸長：４０ｎｍ、ＢＥＴ：３７．３ｍ２／ｇ、σｓ：１７９．３Ａｍ
２／ｋｇ、炭素含有量（高周波燃焼法）：０．０１質量％）５００ｇを不活性雰囲気下で
添加し、溶液中にて金属磁性粉末を沈降させた。これを大気中で高速攪拌機（プライミク
ス株式会社製ＴＫホモミキサーＭａｒｋＩＩ）で８０００ｒｐｍにおいて２分間攪拌して
、金属磁性粉末のペースト態とした。
【００９１】
　得られたペーストをアルミのバット上に広げ、エタノールの揮発温度近傍（７８℃）で
１時間、その後１２０℃に昇温して１．５時間加熱し、ペーストからエタノールを除き、
フタル酸と金属磁性粉末が混在した凝集体を得た。得られた凝集体を５００メッシュのふ
るいにかけて粗大粒子を除き、本例にかかる磁性粉末複合体とした。得られた磁性粉末複
合体は、ＢＥＴ：３４．９ｍ２／ｇ、σｓ：１７３．５Ａｍ２／ｋｇ、炭素含有量（高周
波燃焼法）：２．８２質量％の特性を有したものだった。
　ここで、磁性粉末複合体の真密度を気相（Ｈｅガス）置換法で求め、求めた真密度の値
を、コンパウンド中の磁性粉末複合体の含有量を所望の割合にするための配合比の算出に
使用した。
　以降は実施例１と同様にして評価した。
【００９２】
＜実施例１５＞
　本例では、ガラス繊維が３０％含有された比重１．５７ｇ／ｃｍ３のジュラファイド（
登録商標）１１３０Ａ６４（ＰＰＳ／ポリプラスチックス株式会社製　ポリフェニレンサ
ルファイド）へと樹脂を変更した以外は実施例１４と同様にした。
【００９３】
＜実施例１６＞
　本例では、成形体形成時の体積充填率が２０体積％に相当する磁性粉末複合体と、比重
１．１８ｇ／ｃｍ３のＸＡＲＥＣ（登録商標）ＳＰ１０５（ＳＰＳ／出光興産株式会社製
、シンジオタクチックポリスチレン）を１１．５ｇそれぞれ窒素中で秤量して５号規格瓶
に入れてフタをした。軽く手で振ってかき混ぜたあと、小型混練機（ＤＳＭ　Ｘｐｌｏｒ
ｅ（登録商標）　ＭＣ１５、Ｘｐｌｏｒｅ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製）にて、窒素雰
囲気中で、設定温度３００℃、混練攪拌速度１００ｒｐｍにて、１０分間混練（樹脂およ
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び磁性粉の投入時間を含む）して、混練物すなわち磁性コンパウンドを作製した。その余
は実施例１と同様にして評価した。
【００９４】
＜実施例１７＞
　本例では、実施例１６において、磁性粉末複合体の体積充填率が３０体積％に相当する
ように、磁性粉末複合体とＳＰＳの添加量を調整した以外は実施例１６と同様にした。
【００９５】
＜実施例１８＞
　本例では、実施例１６において、磁性粉末複合体の体積充填率が４０体積％に相当する
ように、磁性粉末複合体とＳＰＳの添加量を調整した以外は実施例１６と同様にした。
【００９６】
＜実施例１９＞
　本例では、樹脂を比重１．０６ｇ／ｃｍ３のザイロン（登録商標）ＡＨ－４０（ＰＰＥ
／旭化成ケミカルズ株式会社製　変性ポリフェニレンエーテル）に変更した以外は実施例
１６と同様にした。
【００９７】
＜実施例２０＞
　本例では、ガラス繊維が３０％含有された比重１．３１ｇ／ｃｍ３のザイロン（登録商
標）ＧＨ－３０（ＰＰＥ／旭化成ケミカルズ株式会社製　変性ポリフェニレンエーテル）
へと樹脂を変更した以外は実施例１６と同様にした。
【００９８】
＜比較例１＞
　本例では、実施例１において、フタル酸で表面処理していない金属磁性粒子を用いた。
更に、熱可塑性樹脂ではなく熱硬化性樹脂であるエポキシ樹脂（一液型エポキシ樹脂　テ
スク株式会社製）を、金属磁性粉末が３０質量％になるように秤量し、株式会社ＥＭＥ社
製真空攪拌・脱泡ミキサー（Ｖ－ｍｉｎｉ３００）を用いて、当該金属磁性粉末をエポキ
シ樹脂に分散させペースト状にした。このペーストをホットプレート上で６０℃、２時間
乾燥させて、金属磁性粉末－樹脂の複合体を得た。この複合体を解粒して複合体の粉末を
作製し、この複合体粉末０．２ｇをドーナッツ状の容器内に入れて、ハンドプレス機によ
り１ｔの荷重をかけることにより、外径７ｍｍ、内径３ｍｍのトロイダル形状の成形体と
した。以降は実施例１と同様にして評価した。
【００９９】
＜比較例２＞
　本例では、比較例１に用いた金属磁性粉末を実施例１４で使用した磁性粉末複合体に変
更した以外は同様にした。
【０１００】
＜比較例３＞
　本例では、実施例１４において、金属磁性粉末をフタル酸で表面処理しなかった以外は
同様にした。
　本例においては、混練物の作製の際、混練物を大気中に取り出した段階で金属磁性粉末
が発火して発煙が生じ、そもそも混練物を作製することができなかった。
【０１０１】
＜比較例４＞
　本例では、実施例１７において、金属磁性粉末をフタル酸で表面処理しなかった以外は
同様にした。
　本例においては、混練物の作製の際、混練物を大気中に取り出した段階で金属磁性粉末
が発火して発煙が生じ、そもそも混練物を作製することができなかった。
【０１０２】
＜比較例５＞
　本例では、実施例１９において、金属磁性粉末をフタル酸で表面処理しなかった以外は
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　本例においては、混練物の作製の際、混練物を大気中に取り出した段階で金属磁性粉末
が発火して発煙が生じ、そもそも混練物を作製することができなかった。
【０１０３】
＜比較例６＞
　本例においては、既存の技術である熱可塑性樹脂と芳香族ナイロンの混合樹脂を用いて
、磁性粉末複合体に同様の効果が見られるか確認した。具体的には、実施例１において、
金属磁性粉末をフタル酸で表面処理せず、かつ、樹脂をジュラファイド（登録商標）（Ｐ
ＰＳ／ポリフェニレンサルファイド樹脂　ポリプラスチックス株式会社製　Ａ０２２０Ａ
９）と、芳香族ナイロン６Ｔ　ベスタミド（登録商標）（ダイセル・エボニック株式会社
製　ＨＴｐｌｕｓ　Ｍ１０００）を混合した以外は同様にした。
　本例においては、混練物の作製の際、混練物を大気中に取り出した段階で金属磁性粉末
が発火して発煙が生じ、そもそも混練物を作製することができなかった。
【０１０４】
＜結果＞
　上記の内容をまとめたのが、先に挙げた表１～５である。
　上記の各表を見ると、いずれの実施例も、各表に記載した全ての周波数において、透磁
率の実数部（μ’）、透磁率の虚数部（μ”）、誘電率の実数部（ε’）、誘電率の虚数
部（ε”）、（ｔａｎδμ）および（ｔａｎδε）、更には７５０ＭＨｚ～１ＧＨｚにお
けるμ’やε’の標準偏差も含め、全てが良好な値となっていた。それに加え、曲げ強度
や弾性率についても良好であった。
【０１０５】
　その一方、比較例においては、比較例３～６において磁性コンパウンドを作製する際に
、発火の手前の発煙が生じて、混練物を得ることができなかった。
　比較例１、２においては、磁性コンパウンドを作製できた。しかし、高周波特性におい
て実施例よりも劣る結果となっていた。
【０１０６】
　以上の結果、上記の実施例によれば、電子通信機器の小型化を図ることを可能としつつ
も所望の通信特性を実現可能な磁性粉末複合体およびその関連物を提供できることが明ら
かとなった。
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